
新たな地域医療構想策定ガイドラインについて
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2025年の医療需要及び各医療機能の必要量の推計の基本的考え方

○ 地域医療構想は、都道府県が構想区域（原則、二次医療圏）単位で策定。そのため、将来の医療需
要や病床の必要量についても、国が示す方法に基づき、都道府県が推計。

○ 患者に対して行われた診療行為を、診療報酬の出来高点数で換算した値（医療資源投入量）の多寡
により、高度急性期機能・急性期機能・回復期機能・慢性期機能を区分。医療機能区分ごとに、医療
需要（１日当たりの入院患者延べ数）を算出。それを病床稼働率で割り戻して、病床の必要量を推計。

全ての疾患で合計し、各医療機能の医療需要とする。
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患者延べ数

急性期の
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回復期機能の
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※

医療資源投入量
（点）

※ 在宅復帰に向けた調整を要する幅を見込み175点で区分して推計する。なお、175
点未満の患者数については、慢性期機能及び在宅医療等の患者数として一体的に推
計する。

見込まれる幅

医療機能 2025年の医療需要

高度急性期機能 ○○○○人／日

急性期機能 □□□□人／日

回復期機能 △△△△人／日

慢性期機能 ▽▽▽▽人／日

病床稼働率で割り戻して、病床数に変換

都道府県が構想区域ごとに推計

・高度急性期75% ・急性期78%
・回復期90% ・慢性期92%

医療機能 2025年の病床数の必要量

高度急性期機能 ●●●●床

急性期機能 ■■■■床

回復期機能 ▲▲▲▲床

慢性期機能 ▼▼▼▼床

令和６年3月29日第1回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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入院患者数の実績値と推計値（現状投影）を2013年の実績を100とした時の指標の推移

実績値 推計値
2013年=100

入院患者数の推計と実績について

現行の地域医療構想策定当時に、年齢階級ごとの医療需要及び医療提供が変わらないと仮定して推計した入院患者数

（改革モデル反映前の現状投影）と、これまでの実際の入院患者数（実績値）を比較すると、2025年まで増加する

と推計されたが、実際には地域医療構想策定以降、地域医療構想の取組の推進等により、減少している。

資料出所：（実績値）厚生労働省「病院報告」
 （推計値）2013年度NDBデータ、総務省「住民基本台帳人口」（2014年）、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（2013年推計）を基に、

厚生労働省医政局地域医療計画課において推計。
※2013年推計において福島県は市町村別に将来推計人口が公表されていないため、全国推計は福島県推計と、福島県を除く現行の二次医療圏（324）別推計の合計値としている。
※入院患者数は一般病床及び療養病床（介護療養病床を除く）に入院する者に限る。なお、病院報告については病院の１日平均在院患者数であり、有床診療所の患者数を含まない。
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地域医療構想の取組、医療技術の

高度化・低侵襲化、在院日数短縮

等の効率化の取組、受療行動の変

化、人口構成の変化 等

令和７年10月15日 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料
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病床利用率の推移

資料出所：厚生労働省「病院報告」
※１ 療養病床については、平成８～11年は療養型病床群、平成14年は療養病床及び経過

的旧療養型病床群の数値である。
※２ 一般病床については、平成８～11年まではその他の病床（療養型病床群を除く。）、

平成14年は一般病床及び経過的旧その他の病床（経過的旧療養型病床群を除く。）の
数値である。

療養病床

一般病床

近年の入院受療の推移について

資料出所：厚生労働省「医療費の動向調査」（2024年度）
※１ 労災・全額自費等の費用を含まない概算医療費ベース。なお、概算医療費は、医療機関などを受
診し傷病の治療に要した費用全体の推計値である国民医療費の約 98％に相当。

※２ 各年度の入院受診延日数の推移をみたもの。

入院受診延日数は減少傾向にあり、それに伴い病床利用率も低下している。

（億日）

入院受診延日数の推移

注)  2020年以降、コロナの影響があることに留意が必要

令和７年7月24日地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料（一部改）
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機能区分 機能の内容 目安となる入院料

高度急性期機能
急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特
に高い医療を提供する機能

• 救命救急入院料
• 特定集中治療室管理料
• ハイケアユニット入院医療管理料
• 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
• 小児特定集中治療室管理料
• 新生児特定集中治療室管理料
• 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
• 総合周産期特定集中治療室管理料
• 新生児治療回復室入院医療管理料
• 一類感染症患者入院医療管理料

急性期機能
急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供す
る機能

• 急性期一般入院料１～６
• 特定機能病院入院基本料（7:1、10:1）
• 専門病院入院基本料（7:1、10:1) 
• 小児入院医療管理料１～３

包括期機能

・高齢者等の急性期患者について、治療と入院早期からのリハビ
リ等を行い、早期の在宅復帰を目的とした治し支える医療を提供
する機能
・急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリ
テーションを提供する機能
・特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者
に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーショ
ンを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）

• 地域一般入院料１～３
• 専門病院入院基本料（13:1）
• 有床診療所入院基本料１、４
• 地域包括医療病棟入院料
• 小児入院医療管理料４、５
• 回復期リハビリテーション病棟入院料・入院医療管理料
• 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料
• 特定一般病棟入院料
• 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

慢性期機能
長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含
む。）、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

• 療養病棟入院料１～２
• 障害者施設等入院基本料（7:1～15:1）
• 有床診療所入院基本料２、３、５、６
• 有床診療所療養病床入院基本料
• 特殊疾患入院医療管理料
• 特殊疾患病棟入院料
• 緩和ケア病棟入院料

病床機能報告における報告の目安（案）

各入院料の要件や期待される役割等を踏まえ、以下のように整理してはどうか。

4
※ 診療報酬改定に伴い入院料等が変更された場合は適宜見直しを行う。

令和８年１月16日 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料



① 医療需要の推計・医療需要の設定について（案）

改定後の医療法
第三十条の三の三 （略）
３ 都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、第三十条の十三第一項、第三十条の十八の二第一項、第三十条の十八の三第一項及び第三
十条の十八の四第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置
の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。

新たな地域医療構想に関するとりまとめ （抜粋）
（３）医療機関機能・病床機能
③ 病床機能
○ 病床の機能区分（現行：高度急性期、急性期、回復期、慢性期）については、これまでの取組との連続性等を踏まえ、引き続き４区分としつつ、

2040 年に向けて増加する高齢者救急等の受け皿として急性期と回復期の機能をあわせもつことが重要となること等を踏まえ、これまでの【回
復期】に代えて、「高齢者等の急性期患者について、治療と入院早期からのリハビリテーション等を行い、早期の在宅復帰を目的とした治し支
える医療を提供する機能」及びこれまでの【回復期機能】を、【包括期機能】（高齢者救急等を受け入れ、入院早期からの治療とともに、リハ
ビリテーション・栄養・口腔管理の一体的取組等を推進し、早期の在宅復帰等を包括的に提供する機能、急性期を経過した患者への在宅復帰に
向けた医療やリハビリテーションを提供する機能）として位置づけ、適切に理解されるよう周知に努めるべきである。

○ また、医療従事者確保の制約が厳しくなると見込まれる中で、将来の必要病床数の推計については、受療率の変化等を踏まえ、定期的に（例え
ば将来推計人口の公表ごと、医療計画の作成ごと等）2040 年の必要病床数の見直しを行うことが適当である。また、これまでの取組との連続
性等の観点から、これまでの推計方法を基本としつつ、受療率の変化等も踏まえ、基本的に診療実績データをもとに機能区分ごとの推計を行う
こととし、ガイドラインの検討において、改革モデルも含め、具体的な推計も検討するべきである。

論点

• 医療需要の推計にあたっては、現在の地域医療構想における考え方を基本とすることとしており、医療需要の設定にあたっては、構
想区域ごとに、診療実績データに基づき患者単位の日ごとのデータを用いて、人口推計を活用し、病床機能区分ごとに推計すること
としてはどうか。その際、最新の医療需要を反映させる観点から、2024年度のNDBデータを用いることとしてはどうか。

• NDBに含まれない、自然分娩、労災保険、自賠責保険の患者については、 医療保険の患者に比べて僅少ではあるものの、精緻な推計
を行う観点から、 NDBデータの高度急性期、急性期、包括期の医療需要に比例するよう按分して推計（自然分娩は急性期として推
計）を行うこととしてはどうか。

• 必要病床数については、患者単位で、将来の推計人口に受療率を乗じて算出するものであり、需要に基づくものである一方、病床機
能報告において報告される病床数については、供給側である医療機関がサービスの提供単位となる病棟ごとに役割を明確化し、機能
分化を推進するために病棟単位で報告されるといった構造的な違いがある。こうした算出方法や目的の違い等について、関係者が理
解できるよう、ガイドラインに記載することとしてはどうか。
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②改革モデルについて（包括期機能に係る取組を踏まえた推計）（案）

論点

改定後の医療法
第三十条の三の三 （略）
３ 都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、第三十条の十三第一項、第三十条の十八の二第一項、第三十条の十八の三第一項及び第三十条の
十八の四第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通
しその他の事情を勘案しなければならない。

新たな地域医療構想に関するとりまとめ （抜粋）
○ 病床の機能区分（現行：高度急性期、急性期、回復期、慢性期）については、これまでの取組との連続性等を踏まえ、引き続き４区分としつつ、

2040 年に向けて増加する高齢者救急等の受け皿として急性期と回復期の機能をあわせもつことが重要となること等を踏まえ、これまでの【回復期】に
代えて、「高齢者等の急性期患者について、治療と入院早期からのリハビリテーション等を行い、早期の在宅復帰を目的とした治し支える医療を提供
する機能」及びこれまでの【回復期機能】を、【包括期機能】（高齢者救急等を受け入れ、入院早期からの治療とともに、リハビリテーション・栄
養・口腔管理の一体的取組等を推進し、早期の在宅復帰等を包括的に提供する機能、急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテー
ションを提供する機能）として位置づけ、適切に理解されるよう周知に努めるべきである。

○ また、医療従事者確保の制約が厳しくなると見込まれる中で、将来の必要病床数の推計については、受療率の変化等を踏まえ、定期的に（例えば将来
推計人口の公表ごと、医療計画の作成ごと等）2040 年の必要病床数の見直しを行うことが適当である。また、これまでの取組との連続性等の観点から、
これまでの推計方法を基本としつつ、受療率の変化等も踏まえ、基本的に診療実績データをもとに機能区分ごとの推計を行うこととし、ガイドライン
の検討において、改革モデルも含め、具体的な推計も検討するべきである。

地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料（抜粋）
＜必要病床数について＞（第８回（令和７年10月15日））
○ 必要病床数の算定に当たっては、医療技術の進歩や医療提供の効率化の取組等の複数の要因から受療率は低下してきていることを踏まえ、改革モデル

として受療率の低下を組み込んで計算することとしてはどうか。
＜高齢者救急の制度的な位置付けについて（必要病床数における位置付け）＞（第８回（令和７年12月12日））
○ これまでの必要病床数の算定においては、年齢にかかわらず医療資源投入量の多寡に応じて病床数の推計を行ってきた。今後の算定に当たっては受療

率を反映させること等が議論されてきたが、高齢者救急のうち、一定割合の患者は医療資源投入量が高くとも、包括期機能を有する病床で対応するこ
とが望まれる。このため、機能別の病床数の算定にあたっても、75歳以上の高齢者について、医療資源投入量からは急性期と見込まれる患者であって
も、一定割合は包括期機能として必要病床数の算出をすることとしてはどうか。

受療率や現行の地域医療構想の取組等の反映について
• 病床利用率については、2022年頃の落ち込みと比べると病床の削減等の取組により上昇しているが、長期的に見ると低下傾向にある。
また、これまでの地域医療構想の取組開始以降に行われてきた医療の高度化・低侵襲化、在院日数短縮、在宅医療や外来医療の充実、
介護への移行等に係る取組について、今後も同様に推進することが必要。こうした受療率の変化や現構想開始以降の地域医療構想の取
組等による効果を必要病床数に反映するため、現在の地域医療構想における見込みと実際の医療需要との差分等について、改革モデル
として反映することとしてはどうか。
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②改革モデルについて（医療機関機能に係る取組等）（案）

論点

包括期機能について

• 増加が見込まれる高齢者救急のうち、一定割合の患者については医療資源投入量が高くとも、包括期機能を有する病床で対応すること
が必要である。これまでの必要病床数の算定においては、年齢にかかわらず医療資源投入量の多寡に応じて病床数の推計を行ってきた
ところ、これまでの検討会での議論において、今後の必要病床数の算定に当たっては、75歳以上の患者について、急性期と見込まれ
る患者のうち、一定割合を包括期として算出することと整理してきた。75歳以上の患者のうち４割程度の患者において、急性期医療
として主に実施されることが想定される手術や処置が実施されていることや、そういった治療は行わないものの引き続き急性期入院医
療として実施される患者が存在することを鑑み、これまで急性期と区分してきた75歳以上の患者のうち５割を引き続き急性期の需要
として見込み、残りの５割の患者を包括期の需要として見込むこととしてはどうか。

• 包括期機能を新たに位置付け、入院早期からの治療とともに、リハビリテーション・栄養・口腔管理の一体的取組等を推進し早期の在
宅復帰等を包括的に提供する機能、急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能の確保を推
進することとしている。こうした中、回復期リハビリテーション入院料を算定している整形外科疾患の患者について、入院後からの速
やかなリハビリテーションの提供や、入院での集中的なリハビリテーションを要さない状態となった後に速やかに外来・在宅等でも切
れ目なく必要なリハビリテーションを提供する体制を構築し、さらなる効果的・効率的な提供の推進による平均在院日数の短縮を進め
ることを見込んで推計することとしてはどうか。あわせて、患者の状態に応じた適切なリハビリテーションを推進する観点から、介護
老人保健施設について、リハビリテーションを提供することができること等の介護との連携や退院後のリハビリテーションの提供につ
いても、ガイドラインに位置付けることとしてはどうか。

医療機関機能に係る取組について

• 医療機関機能の確保のための取組を推進し、医療機関の連携・再編・集約化を進めることとしており、また、昨今の医療需要の変化を
踏まえ、新たな地域医療構想に向けて、病床数の適正化を支援する事業を実施することとしている。必要病床数の算出にあたり、医療
需要が変化している中で、低下している現在の病床利用率をそのまま用いて必要病床数を算出することは、実際よりも過大に病床数が
推計されるおそれがある。今後の医療機関機能の確保のための取組や病床数適正化の取組により、病床利用率が上昇する可能性がある
ことを踏まえ、必要病床数の算出にあたり用いる病床稼働率については、現構想と同様に高度急性期75%、急性期78%、包括期90%、
慢性期92%とすることとしてはどうか。
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令和８年１月16日 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料



これまでの主な意見及び課題（必要病床数）

【必要病床数のうち病床稼働率について】

• 必要病床数の算定に当たっては、受療率の低下を組み込んで計算することは賛成。一方、医療技術の進歩や受療数に

は、2040年に向けて予想以上に変化することも想定され、必要病床数と実績値に大きな乖離が認められるようなこと

も考えられるため、定期的な見直しや算出した必要病床数を修正することも考慮いただきたい。

• 病床稼働率というと、実際の病床利用率みたいな話になってしまうが、推計される患者数からどのくらいの安全弁を

踏まえて病床数を整備していくのかを考えるためのコンバーターである。どのくらいの値にするかということに関し

て、ほかのデータなども使いながら決めるとよいのではないか。

• 病床稼働率は、病床数への換算に望ましい稼働率というべきであって、必ずこの数字を医療機関が目指すべきという

ことではなく、あくまでも必要病床数の算定のためのものであることをしっかり踏まえていただく必要がある。

• 病床稼働率の設定を現構想と同様に、75％、78％、90％、92％を用いることとしているが、現在の状況を踏まえた

データに基づき設定すべきではないか。

• 高度急性期と急性期は恐らく急性期拠点機能になると考えられるが、今の診療報酬下で病床稼働率が75%や78%では

経営は赤字になる。急性期拠点機能はこれから緩やかにダウンサイジングしながら稼働率を上げて経営を安定化させ

る方向を踏まえるともう少し高くなるが、一方で昨今のように入院患者の季節変動がある中で、稼働率が90%の急性

期拠点機能は余剰がない計算となる。
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※「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」における意見を事務局において整理



包括期機能について

包括期機能は、これまでの回復期機能に加え、「高齢者等の急性期患者について、治療と入院早期からのリハビリ等
を行い、早期の在宅復帰を目的とした治し支える医療を提供する機能」が追加されており、必要病床数の推計に当
たっては、この機能の変化も踏まえて、適切なデータを活用し、設定することが必要。

9

病床機能区分
機能の内容

高度急性期機能 • 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能

急性期機能 • 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

包括期機能 • 高齢者等の急性期患者について、治療と入院早期からのリハビリ等を行い、早期の在宅復帰を目的とした治し
支える医療を提供する機能

• 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能
• 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を目的とした
リハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）

慢性期機能 • 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
• 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む。）、筋ジストロフィー患者又は難病患者
等を入院させる機能



病床稼働率について

• 前回の地域医療構想の必要病床数の算出にあたっては、 医療需要を病床数に換算する数値として、病床稼働率とし

て機能区分ごとに、高度急性期75％、急性期78％を使用していた。

• 高度急性期の病床稼働率の平均値は71.3％、中央値は73.1％、急性期の病床稼働率の平均値は77.3%、中央値は80.5%

であり、いずれの機能も平均値は現構想の設定値を下回っており、高度急性期においては中央値も下回っている。

資料出所：厚生労働省「病床機能報告」（2024年度）
※ 各病棟において届出を行っている入院料に対し、令和８年１月16日の本検討会資料１（38頁）の報告の目安に基づき、各病棟を４機能に分類。
※ 病床稼働率＝在棟患者延べ数/(届出病床数×366)により算出。（病床稼働率の算定期間に2024年2月（閏年）を含むため、366日で除している。）
※ 集計対象は病院の各病棟。休棟中の病棟、入院料を届け出ていない病床を含む病棟及び入院料を２つ以上届け出ている病棟は集計対象から除外。
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病床稼働率について

11

資料出所：厚生労働省「病床機能報告」（2024年度）
※ 各病棟において届出を行っている入院料に対し、令和８年１月16日の本検討会資料１（38頁）の報告の目安に基づき、各病棟を４機能に分類。
※ 病床稼働率＝在棟患者延べ数/(届出病床数×366)により算出。（病床稼働率の算定期間に2024年2月（閏年）を含むため、366日で除している。）
※ 集計対象は病院の各病棟。休棟中の病棟、入院料を届け出ていない病床を含む病棟及び入院料を２つ以上届け出ている病棟は集計対象から除外。

• 前回の地域医療構想の必要病床数の算出にあたっては、 医療需要を病床数に換算する数値として、病床稼働率とし

て機能区分ごとに、回復期90％、慢性期92％を使用していた。

• 包括期の病床稼働率の平均値は78.9％、中央値は84.2％、慢性期の病床稼働率の平均値は85.6%、中央値は90.1%であ

り、いずれの機能も平均値及び中央値は現構想の設定値を下回っている。
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必要病床数の算出に係る考え方（案）

• 必要病床数の算出にあたり用いる値（病床稼働率）については、これまでの地域医療構想において

は、高度急性期75％、急性期78％、回復期90％、慢性期92％としてきた。

• この数値については、新たな地域医療構想においては、回復期の機能に加えて「高齢者等の急性期

患者について、治療と入院早期からのリハビリ等を行い、早期の在宅復帰を目的とした治し支える

医療を提供する機能」として、包括期を設定することとしていることや、実際の病床稼働率として、

急性期78％といった数字では医療機関の経営は成り立たないといったことが指摘されていること等

を踏まえると、実態のデータを踏まえて設定する必要がある。

• 他方、医療需要が変化している中で、低下している現在の病床利用率をそのまま用いて必要病床数

を算出することは、実際よりも過大に病床数が推計されるおそれがある。このため、現在の各機能

区分の病床稼働率を基本として、効率的な病床の運用により病床稼働率を高める取組に資するよう、

実際のデータのうち、低い病床稼働率を除いた中央値により算出した、高度急性期78%、急性期

83%、包括期87%、慢性期92%としてはどうか。その際、この数値は、必要病床数の算定のための

ものであり、医療機関がこの数値を目指すべき数値ではないことに留意する必要がある。
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医療機関の業務効率化・職場環境改善の推進に関する方向性について（案）

１．医療機関の業務のDX化の推進について

➢ 既に業務効率化に取り組んできた医療機関がその取組を加速化させるとともに、業務効率化に取り組む医療機関の裾野を広げ、医療界全
体の実効ある取組とするため、以下の対応を行う。その際、全ての医療機関が直ちにDX化に対応できるわけではないことを考慮し、拙速な
進め方とならないよう、現場の理解を得ながら丁寧に進める。

（国・自治体による支援等）
〇 これまでの試行的・先進的な取組への支援だけではなく、業務のDX化に取り組む多くの医療機関を支援するため、令和７年度補正予算

案において、200億円を計上。
さらに、業務のDX化による効果の発現には一定の期間を要することを踏まえ、継続的な支援の在り方を検討する。

〇 業務のDX化を推進するに当たっては、効果等のエビデンスを蓄積することが重要であるため、統一的な基準により、労働時間の変化、
医療の質や安全の確保、経営状況に与える影響等に関する必要なデータを医療機関から収集し、分析する。その際、医療機関の負担が過
度なものにならないように留意するとともに、できるだけ簡便な形で収集できる方法を検討する。また、医療機関の情報システムと連携
できるよう、医療情報の標準化に留意しながら進めることが必要。

〇 こうしたエビデンスの蓄積を行いながら、医療の質や安全の確保と同時に、持続可能な医療提供体制を維持していくことが重要という
視点から、業務の効率化を図る場合における診療報酬上求める基準の柔軟化を検討する。

〇 医療機関が業務効率化に資する機器やサービスの価格や機能、効果を透明性をもって把握できる仕組みを構築する。また、業務効率化
に資する新たな技術開発等を推進する。

〇 業務のDX化等の業務効率化に取り組む医療機関の伴走支援のため、都道府県の医療勤務環境改善支援センターの体制拡充・機能強化を
図り、医療勤務環境改善支援センターが労務管理等の支援に加え、業務効率化の助言・指導等も行うことを明確化する。地域医療介護総
合確保基金を活用した医療勤務環境改善支援センターへの支援をさらに促進するとともに、国から都道府県への技術的助言を行う。

● 2040年に向けて高齢者人口がピークを迎える中で、生産年齢人口（15歳～64歳人口）はさらに減少していき、医療従事者の確保はますま
す困難となっていくことが見込まれる。また、こうした人口減少のスピードは、地域によって大きく異なるため、早晩、これまでと同じ医
療提供が難しくなる地域も出てくる。

● 政府としては、本年６月には、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025改訂版」において、サービス業を中心に、人手不
足が取り分け深刻と考えられる１２業種については、その生産性を向上させる必要性が一層高いとされ、「省力化投資促進プラン（医療分
野）」を策定した。

● 2040年に向けて、医療従事者を安定的に確保し、質が高く効率的な医療提供体制を構築するために、医療機関の業務効率化・職場環境改
善による生産性向上、タスク・シフト／シェアの推進、地域における医療職種の養成体制の確保や養成課程を含めた環境整備等について、
必要な制度的対応を含め、取り組むことが必要である。

令和７年12月８日 第122回社会保障審議会医療部会 資料２－２
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医療機関の業務効率化・職場環境改善の推進に関する方向性について（案）

１．医療機関の業務のDX化の推進について（前頁の続き）

〇 業務効率化・職場環境改善に積極的に取り組むことが、医療従事者の職場定着にプラスとなり、労働市場における医療従事者の確保
面でより有利になるよう、計画的に取り組む病院を公的に認定し、対外的にも発信できる仕組みを地域医療介護総合確保法に創設す
る。認定の仕組みは透明性がある分かりやすいものとし、医療従事者の視点を入れることも検討する。

（医療機関の責務の明確化）
〇 医療法上、現在、病院又は診療所の管理者は医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に取り組む措置を講ずるよう努

めることとなっている。今後は、これらに加え、業務効率化にも取り組むよう努める旨を明確化する。
また、併せて、健保法上の保険医療機関の責務として、業務効率化・勤務環境改善に取り組むよう努める旨を明確化する。

２．タスク・シフト／シェアの推進等、医療従事者の養成体制の確保、医療従事者確保に資する環境整備等について

〇 医療機関におけるタスク・シフト／シェアの取組がさらに定着するよう、医療機関が業務のDX化に取り組む際には、併せてタスク・
シフト／シェアの実施や業務プロセス自体の見直しを進める。

〇 医療関係職種の養成校の定員充足率は近年低下傾向にあり、地域差も大きい状況。今後とも、地域において医療関係職種を安定的に確
保できるよう、各地域の人口減少の推移や今後の地域医療構想等を踏まえた各医療関係職種の需給状況を見通しつつ、地域や養成校の
実情に応じて、遠隔授業の実施やサテライト化の活用などをはじめ、地域における安定的な養成体制を確保するため国・都道府県等が
取り組むべき事項について検討を進める。

〇 医療水準を維持しつつ、より少ない人員でも必要な医療が提供できたり、医療関係職種が意欲・能力やライフコースに合わせた働き
方・キャリアの選択が可能となって地域において活躍の場が広がることなどにより、若者・社会人にとって医療関係職種がより魅力あ
るものとなるよう、その養成課程も含めて、例えば以下の対応を行う。
・ 医療関係職種の各資格間において現在でも可能となっている既修単位の履修免除の活用や、養成に係る修業年限の柔軟化など若者・

社会人にとっても参入しやすい養成課程とするとともに、医療関係職種の更なる質の向上を図るため、まずは、課題等を把握し、各
職種の状況に応じた支援の在り方を検討する。

・ 意欲・能力やライフコースに合わせて、更なるキャリア・スキルの向上を目指す者や、育児・介護等の事情を抱えて働く者への支援
や、そうした者が地域や職場でより能力を発揮できる環境整備やセカンドキャリアとして働く上でのマネジメントに関するリカレン
ト教育等の在り方について、具体的に検討を進める。

・ 歯科衛生士・歯科技工士の業務範囲や、歯科技工の場所の在り方については、現在進めているそれぞれの業務のあり方等に関する検
討会において具体的に検討を進める。

神野委員、小野委員の
指摘

勝又委員の指摘
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○病室にカメラを設置し、看護師が装着しているスマートグラスか

ら病室の状況を確認する。

＜主な効果＞

○夜勤帯の看護師の訪室回数の比較
導入前後での看護師の訪室回数を同一患者で比較
導入前16.3回 ⇒ 導入後は13.0回へ削減

複数のICT機器等を導入して看護業務の効率化に取り組んでいる事例

○スマートフォンのチャット機能、ビデオ通話、ファイルの共有な

どを1対１だけでなくグループで使用する。

＜主な効果＞

○移動距離の減少(4～5km/日)
⇒看護師１人当たり1日100分の時間を創出⇒看護師(200名)の

時間外労働が年間6000時間減少

○日勤から夜勤への申し送りの時間が短縮された。

○医師からの指示待ちの減少と指示が明確化された。

スマートフォン

スマートグラスと見守りカメラ
（令和6年度 看護現場におけるデジタルトランスフォーメーション促進事業）

○スタッフステーションではなく、より患者に近い廊下を基地とし

て多職種職員（看護職員、理学療法士、看護補助者等）

を配置する。

＜主な効果＞

○ベッドサイド滞在時間の増加

○患者の個別性に合わせたより質の高い看護やリハビリの提供が可

能となり不安が軽減された。

多職種協働セルケアシステム®

○電子カルテに記載された看護記録をAIが解析し入院患者の転倒

転落リスクを評価し、リスクの高い患者の要因を一目で把握する。

＜主な効果＞

○転倒転落リスク判定に係る時間
患者1人につき5分 ⇒ 0分へ削減

○転倒・転落インシデント報告件数
導入前460件 ⇒ 導入後 284件  

転倒・転落予測システムAI
（「看護業務効率化先進事例収集・周知事業」の表彰事例）

病室前でのセルカンファレンス
患者の個別性に合わせた質の高
い看護やリハビリ提供を目指す

複数の取組の結果として、ベッドサイドで患者に寄り添える時間がこれまで以上に創出
でき、安全性にも留意しつつ、患者の個別性に合わせた看護やリハビリの提供が可能になった。

出典：HITO病院からの提供資料を基に医政局看護課で作成。15



施策名：エ 医療分野における生産性向上に対する支援

① 施策の目的 ② 対策の柱との関係

業務効率化・職場環境改善に資する取組を支援し、医療分野の生産性向上を図り、医療
人材の確保・定着に繋げる。

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

○

【 ○生産性向上に対する支援】
医政局医療経営支援課

（内線2640）

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑥ 施策の対象・成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

業務効率化・職場環境改善に関する目標値を設定し、進捗管理を行う「業務効率化推進委員会（仮称）」を設置し、業務効率化・職場環境改善に資する

ICT機器等の導入等の取組を行う病院に対して必要経費を支援し、医療分野の生産性向上を図る。

 総事業費： １病院あたり１億円（うち交付額（上限）は8,000万円【負担割合：国2/3、都道府県1/3】）

【生産性向上に資する取組のイメージ】

○ ＩＣＴ機器の導入による業務の効率化

・ スマートフォンによるカルテ閲覧・情報共有、インカム、ＩＷＢ等の導入 ⇒ ＤＸ化による情報伝達の効率化

○ 取組を行う病院への医療勤務環境改善センターによるサポート体制強化

業務効率化・職場環境改善に取り組む病院への財政支援を行うことで、職場内の生産性向上を図り、医療人材の確保・定着に繋げ、地域に必要な

医療提供体制を確保する。

⑤ 施策の実施スケジュール

予算成立後、速やかに実施

Ⅱ 交付決定

Ⅰ 交付申請・計画書提出

厚生労働省 都道府県 医療機関

Ⅰ 医療機関は都道府県に交付申請し、都道府県は国に所要額を交付申請
Ⅱ 国は都道府県を通じて医療機関に所要額を交付決定（補助率4/5）し、都道府県が医療機関に交付
Ⅲ 医療機関は都道府県に実績報告（概ね３年後）
Ⅳ 都道府県が国に実績報告を行い、国は交付額を確定して都道府県に通知

Ⅳ 交付額確定

Ⅲ 実績報告

令和７年度補正予算額 200億円

※医療・介護等支援 パッケージ

16



医療需要の推計・医療需要の設定について（案）

論点

17

改定後の医療法
第三十条の三の三 （略）
３ 都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、第三十条の十三第一項、第三十条の十八の二第一項、第三十条の十八の三第一項及び第三十条の十八
の四第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその
他の事情を勘案しなければならない。

地域医療構想策定ガイドライン（抜粋）
６．医療需要に対する医療供給を踏まえた病床の必要量（必要病床数）の推計
○ 将来のあるべき医療提供体制を踏まえ構想区域間の供給数の増減を調整し推定供給数を病床稼働率で除して得た数を、各構想区域における平成37 年

（2025 年）の病床の必要量（必要病床数）とする。
○ この場合において、病床稼働率は、高度急性期 75%、急性期 78%、回復期 90%、慢性期は 92%とする。

新たな地域医療構想に関するとりまとめ （抜粋）
○ また、医療従事者確保の制約が厳しくなると見込まれる中で、将来の必要病床数の推計については、受療率の変化等を踏まえ、定期的に（例えば将来推

計人口の公表ごと、医療計画の作成ごと等）2040 年の必要病床数の見直しを行うことが適当である。また、これまでの取組との連続性等の観点から、こ
れまでの推計方法を基本としつつ、受療率の変化等も踏まえ、基本的に診療実績データをもとに機能区分ごとの推計を行うこととし、ガイドラインの検討
において、改革モデルも含め、具体的な推計も検討するべきである。

• 入院受療率の低下傾向やこれまでの地域医療構想の取組等による効果の反映として、医療機関の連携・再編・集約化等に伴う病床利用
の効率化分、入院の受入時からリハビリ等を提供し早期退院による効率化分、在宅医療や介護との連携による効率化分として、現在の
地域医療構想における見込みと実際の医療需要との差分を反映させることとしてはどうか。

• 必要病床数の算出にあたり用いる値（病床稼働率）については、これまでの地域医療構想においては、高度急性期75％、急性期78％、
回復期90％、慢性期92％としてきたが、実際の病床稼働率としては、急性期78％といった数字では医療機関の経営は成り立たないと
いったことが指摘されている。医療需要が変化している中で、低下している現在の病床利用率をそのまま用いて必要病床数を算出する
ことは、実際よりも過大に病床数が推計されるおそれがある。このため、現在の各機能区分の病床稼働率を基本として、効率的な病床
の運用により病床稼働率を高める取組に資するよう、低い病床稼働率を除いた上で中央値により算出した、高度急性期78%、急性期
83%、包括期87%、慢性期92%としてはどうか。

• さらに、今後の医療ＤＸの取組を進め、特に高齢者救急への対応が期待される包括期の病床を中心として、急性期や、慢性期において
も入退院の円滑化や病床管理の質の向上等による効率化の取組を進める必要がある。これらの取組による効率化分として必要病床数の
算出にあたり用いる値について、高度急性期・急性期＋１％（79％、84％）、包括期＋２％（89％）、慢性期＋０．５％（92.5％）
を見込んで算出することとしてはどうか。

• この数値は、必要病床数の算定のためのものであり、医療機関がこの数値を目指すべき数値ではないことに留意する必要がある。
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